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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成３ １ 年２ 月１ ３ 日（平成３ １ 年（行情）諮問第１ ０ ２ 号及び同

第１ ０ ３ 号） 

答申日：令和元年７ 月１ ２ 日（令和元年度（行情）答申第１ １ ４ 号及び同第   

１ １ ５ 号） 

事件名：「精神保健福祉手帳を保有する学習障害者に対する就労支援の実績が

わかる文書」の不開示決定（不存在）に関する件 

    「精神保健福祉手帳を保有していない学習障害者に対する就労支援の

実績がわかる文書」の不開示決定（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

  

第１  審査会の結論 

   以下に掲げる文書１ 及び文書２ （以下，併せて「本件対象文書」とい

う。）につき，これを保有していないとして不開示とした各決定は，妥当であ

る。 

   文書１  精神保健福祉手帳を保有する学習障害者に対する就労支援の実

績がわかる文書 

   文書２  精神保健福祉手帳を保有していない学習障害者に対する就労支

援の実績がわかる文書 

第２  審査請求人の主張の要旨 

 １  審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下「法」という。）３ 条の規定に基づく各開示請求に対し，平成３ ０ 年

７ 月３ １ 日付け愛労発安０ ７ ３ １ 第６ 号及び同第７ 号により愛知労働局長

（以下「処分庁」という。）が行った各不開示決定（以下，併せて「原処

分」という。）について，その取消しを求めるというものである。 

 ２  審査請求の理由 

   本件各審査請求の理由は，各審査請求書の記載によると，以下のとおりで

ある。 

   各開示請求に係る行政文書を管理している。     

第３  諮問庁の説明の要旨 

   諮問庁の説明の要旨は，各理由説明書によると，おおむね以下のとおりで

ある。 

１  本件審査請求の経緯 

（１ ）本件審査請求人は，平成３ ０ 年１ 月２ ９ 日付けで処分庁に対し，法３
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条の規定に基づき，本件対象文書に係る各開示請求を行った。 

（２ ）これに対して処分庁が，本件対象文書を保有していないとして不開示

（不存在）の原処分を行ったところ，審査請求人はこれを不服として，平

成３ ０ 年８ 月２ 日付け（同月６ 日受付）で本件各審査請求を提起したも

のである。 

２  諮問庁としての考え方 

  本件各審査請求について，原処分は妥当であると考える。 

３  理由 

本件各開示請求は，上記第１ に掲げる文書１ 及び文書２ の開示を求める

ものである。 

発達障害者支援法（平成１ ６ 年法律第１ ６ ７ 号）２ 条１ 項において発達

障害が「自閉症，アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害，学習障害，

注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が

通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう」とされてい

るとおり，学習障害は発達障害に含まれるものである。これまで，処分庁で

は，発達障害者に対する支援実績は把握してきているが，学習障害者のみに

対する支援実績を把握するための調査等を行ったことはない。 

以上を踏まえると，本件対象文書について，これを作成・取得しておらず

保有していないことから不開示とした原処分は妥当であると考える。 

４  審査請求人の主張について 

審査請求人は，審査請求書の中で，「開示請求に係る行政文書を管理し

ている」として原処分の取消しを求めているが，具体的な論拠は示されてお

らず，上記３ のとおりであるため，審査請求人の主張は失当である。 

５  結論 

以上のとおり，原処分は妥当であり，本件各審査請求は棄却すべきものと

考える。 

第４  調査審議の経過 

   当審査会は，本件各諮問事件について，以下のとおり，併合し，調査審議

を行った。 

   ① 平成３ １ 年２ 月１ ３ 日   諮問の受理（平成３ １ 年（行情）諮

問第１ ０ ２ 号及び同第１ ０ ３ 号） 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

   ③ 令和元年６ 月２ ６ 日    審議（同上） 

   ④ 同年７ 月１ ０ 日      平成３ １ 年（行情）諮問第１ ０ ２ 号及

び同第１ ０ ３ 号の併合並びに審議   

第５  審査会の判断の理由 

１  本件対象文書について 

処分庁は，本件各開示請求に対し，本件対象文書（上記第１ に掲げる文
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書１ 及び文書２ ）を保有していないとして不開示とする原処分を行い，諮問

庁も原処分を妥当としているので，以下，本件対象文書の保有の有無につい

て検討する。 

２  本件対象文書の保有の有無について 

（１ ）理由説明書の記載（上記第３ の３ ）及び当審査会事務局職員をして諮

問庁に対し詳細な説明を求めさせたところによると，諮問庁は，本件対象

文書の保有の有無について，おおむね以下のとおり説明する。 

   平成２ ８ 年８ 月に施行された発達障害者支援法の一部を改正する法律

により，発達障害者に対する就労支援の主体の一つに国が位置付けられた

ことを受け，処分庁では，本件開示請求時点において，平成２ ９ 年３ 月

３ １ 日付け職雇障発０ ３ ３ １ 第４ 号通知「発達障害者等に対する小集団

方式による支援事業に係る留意事項等について」及び同年６ 月５ 日付け

愛知労働局職業対策課長事務連絡「平成２ ９ 年度「若年コミュニケーショ

ン能力要支援者就職プログラム」実施における要支援者への具体的な対

応について」（以下，併せて「就労支援通知」という。）により示されて

いる所定の各様式に従って発達障害者に対する支援実績を取りまとめてい

る。しかしながら，その際，学習障害者とそれ以外の発達障害者とで区分

しておらず，学習障害者のみに係る支援実績を把握するための調査等は行

っていない。 

（２ ）当審査会において，諮問庁から就労支援通知及びこれに基づき発達障

害者に対する処分庁の支援実績を取りまとめた報告書の実例の提示を受け，

確認したところ，諮問庁の説明のとおり，いずれも発達障害者に対する支

援についての記載はあるものの，そのうち学習障害者について区分した記

載は認められなかった。このため，愛知労働局において本件対象文書を保

有していないとする上記（１ ）の諮問庁の説明は，不自然，不合理であ

るとは認められず，これを覆すに足りる特段の事情も認められない。 

したがって，愛知労働局において本件対象文書を保有しているとは認め

られない。 

３  本件各不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不開

示とした各決定については，愛知労働局において本件対象文書を保有してい

るとは認められず，妥当であると判断した。 

（第３ 部会） 

 委員 髙野修一，委員 久末弥生，委員 葭葉裕子 


